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管理コード 120010 プロジェクト名  

都道府県 愛知県 要 望 事 項 

（事項名） 

ランプターミナル付近における道路構造令の設計速

度適用区分の緩和 提案事項管理番号 0007010 

提案主体名 岡崎市 

 
制度の所管・関係府省庁 国土交通省 

該当法令等 - 

制度の現状  

- 

 

求める措置の具体的内容  

高速自動車国道に本線直結型のスマートインターチェンジを設置する際、設計速度１２０km/hの区間であっても、ランプターミ

ナル付近の幾何構造基準として、最高速度を設計速度として適用することを可能とする。 

具体的事業の実施内容・提案理由  

 東名高速道路に本線直結型のスマートインターチェンジ（以下「スマートＩＣ」と表記）を設置することにより交通利便性の向上

を図り、地域の産業活性化及び雇用の拡大を目指す。 

 当市では阿知和地区で東名高速道路への本線直結型スマートＩＣの設置を検討している。当地区は岡崎ＩＣと豊田ＪＴＣのほ

ぼ中間点にあり、都市計画道路岡崎環状線と東名高速道路の交差部に位置しているためアクセス性が高く、費用便益の試

算値にも問題が無いためスマートＩＣの設置要件を満たす適地と考えている。しかしながら、東名高速道路は岡崎ＩＣ付近より

西では設計速度が１２０km となっており、当地区はランプターミナル付近の幾何構造基準の一部を満たすことができないた

め、設計速度をひとつ下位の１００km/h とすることができる特例措置を設けることにより当地区でスマートＩＣの設置を可能と

する。  

 また、当地区ではスマートＩＣ計画地の近接地で新工業団地造成計画も進めており、産業活性化及び雇用の拡大への相乗

効果が期待できる。 

 なお、新工業団地造成計画は長期間にわたる事業であり、また当地区付近は東名高速道路の渋滞ポイントであるため、中

日本高速道路株式会社の意向として、スマートＩＣ設置は新東名高速道路の供用開始により現東名高速道路の通行量に余

裕がでる平成 26 年度以降にしたいとのことである。 

最高速度との関係 

 仮に本来の設計速度である１２０km まで最高速度が引き上げられた場合、岡崎ＩＣ付近以東は設計速度が１００km であるた

め、当地区以東の最高速度を１００km に据え置くことで連続性をもった速度規制を実施し、安全を確保することが可能と考え

る。 

 
 
○各府省庁からの提案に対する回答 

提案に対する回答 措置の分類 E 措置の内容 - 

「ランプターミナル付近の幾何構造基準の緩和」との提案を頂いているところであるが、道路構造令においては「ランプターミ

ナル付近の幾何構造」の規定は定められていない。そのため、現行制度においても、交通の安全性・円滑性が確保されれ

ば、設置は可能である。 




